
訪
問
介
護
と
は

　

訪
問
介
護
員
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
）
が
利
用
者
の
居
宅
を
訪

問
し
て
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
、
大

き
く
分
け
る
と
身
体
介
護
と
生

活
援
助
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

訪
問
介
護
が
必
要
と
思
っ
た
ら

　

訪
問
介
護
は
、
介
護
保
険
制

度
で
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。

　

要
介
護
認
定
者
・
要
支
援
認

定
者
・
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

の
該
当
者
が
対
象
で
、
認
定
区

分
な
ど
に
よ
り
利
用
回
数
や
料

金
は
異
な
り
ま
す
。
1
回
の
利

用
時
間
は
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に

よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
お
お
む

ね
30
分
か
ら
1
時
間
程
度
で
す
。

　

利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

在
宅
医
療
を
支
え
る
訪
問
介

護
の
役
割

　

医
療
の
こ
と
で
分
か
ら
な
い

こ
と
は
、
主
治
医
や
訪
問
看
護

師
に
確
認
し
、
訪
問
介
護
員
は

利
用
者
の
体
調
の
変
化
に
注
意

し
な
が
ら
、
本
人
の
気
持
ち
に

寄
り
添
え
る
介
護
が
で
き
る
よ

う
お
手
伝
い
し
ま
す
。

「
訪
問
介
護
」
編

ホームヘルパー 木田和恵さん

在宅での訪問介護の利用例

身体介護と生活援助サービスについて

利用者の身体に直接接触して行う介護サービス。身体介護

生活援助

１．「本人の援助」に
　 該当しないもの

２．日常生活の援助に
　  該当しないもの

　家族のための洗濯・調
理・買い物・布団干し・主
として利用者が使用する
居室以外の掃除など

　庭の草むしり・花木の
水やり・犬の散歩・大掃
除・家具の移動・窓のガ
ラス吹き・正月料理など
の調理

訪問介護でできないこと

月 火 水 木 金 土 日

午前
訪問介護
オムツ交換
部分清拭

訪問介護
オムツ交換
部分清拭

訪問介護
オムツ交換
部分清拭

訪問介護
オムツ交換
部分清拭

訪問介護
オムツ交換
部分清拭

訪問介護
オムツ交換
部分清拭

訪問介護
オムツ交換
部分清拭

午後 訪問入浴 訪問看護
訪問介護
オムツ交換

清拭、衣類交換
往　診 訪問入浴 訪問看護 訪問介護

オムツ交換

夜間 訪問介護
オムツ交換

訪問介護
オムツ交換

訪問介護
オムツ交換

訪問介護
オムツ交換

訪問介護
オムツ交換

訪問介護
オムツ交換

訪問介護
オムツ交換

市
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
部
会 
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１
１
８
２

鳥
羽
で
最
期
ま
で
暮
ら
そ
う

在
宅
医
療
を
支
え
る

　
　
多
職
種
の
役
割
を
知
ろ
う
！！

日常生活上の援助。利用者が単身またはその家族が障がいや病
気の場合など、本人もしくは家族が家事を行うことが困難な場
合に行われるサービス。

5 広報とば  平成29年6月1日号


